別添６

令和７年度養殖業体質強化緊急総合対策事業
公募要領の内容および提出物確認書・申告書

申請者名（個社名またはグループ名）	　●●
代表者名（グループで申請の場合のみ記載）　●●

以下の提出物が揃っていることを確認しました。
	☐
	交付申請書（別記様式第１号、同第２号、同第３号または同第４号）

	☐
	事業計画書（別紙１、別紙２、別紙３または別紙４）

	☐
	クロスコンプライアンスチェックシート（別添５）

	☐
	購入備品・設備（または消耗品）の見積書（本見積書）

	☐
	購入備品・設備（または消耗品）の相見積書（本見積書の他に２社分）または業者選定理由書

	☐
	直近２か年分の財務状況が分かる資料
（貸借対照表、損益計算書、正味財産増減計算書等）

	☐
	定款

	☐
	※養殖コスト低減対策事業（ア　協業化による養殖経営体の生産性向上支援）への申請者のみ
養殖資材の共同購入等に関する規約書（別紙５）

	☐
	※養殖コスト低減対策事業（イ　環境変化への対応のために行う養殖対象種・手法の転換支援）への申請者のうち、グループで設備・備品の購入予定者のみ
養殖設備・備品の共同購入等に関する規約書（別紙６）

	☐
	公募要領の内容および提出物確認書・申告書（本紙）



※２～３頁にもチェックリストがあります。


下記の各事項について理解した上で申請します。
	☐
	（１－３．支援内容、対象者・対象養殖種関係）
支援内容（補助対象、補助上限額等）、対象者・対象養殖種について理解し、申請内容が事業対象として合致している。

	☐
	（１－５．事業実施期間関係）、（２－２．補助対象としない経費関係）
事業期間内にすべての活動を完了する必要があり、これ以降に要した人件費、賃金、設備・備品費および消耗品費は補助対象として認められない。また、設備・備品費および消耗品費は事業終了前の指定された日までに納品及び支払いを完了したもののみが補助対象として認められる。

	☐
	（２－２．補助対象としない経費関係）
補助金の交付決定日よりも前に、発注、購入、契約等発生した経費および建物等施設の建設又は不動産取得に関する経費は補助対象とならない。

	☐
	（２－３．補助金の支払関係）
全ての支出にはその収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類の保存が必要となる。また、支出額及びその内容は厳格に審査され、その結果に応じ、補助金支払の対象外となる可能性がある。

	☐
	（３－１．募集期間関係）
申請書一式の提出は締め切りを過ぎたり、応募書類に不備・不足がある場合は受理されない。

	☐
	（４．事業実施者の責務関係　(３) フォローアップ）
事業実施期間中、必要に応じて事務局によるフォローアップが実施され、事業の進捗状況確認（現地調査を含む。）が行われる可能性がある。また、事業実施者がこれらに積極的に協力する必要がある。

	☐
	（４．事業実施者の責務関係　(４) 執行状況調査）
事業実施者が提出する報告書及び必要に応じて行われるヒアリングに基づき、当該事業が申請内容、補助金の交付決定の内容及び条件に従って確実に実施されているかどうかの調査を本会が行い、この結果によっては、本事業実施期間中であっても、事業計画の変更を求め、又は補助金の交付を中止する可能性がある。

	☐
	（４．事業実施者の責務関係　（６）取得財産等の管理）
　取得財産等について、処分制限期間においては、本事業終了後も善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図る必要があり、処分制限期間においては、補助金の交付の目的と異なる使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供する必要があるときは、事前に、本会の承認を受ける必要がある。また、処分制限期間内に当該財産を処分した場合は補助金返還の必要がある。

	☐
	（４．事業実施者の責務関係　(８) 事業成果等の報告及び発表）
　事業成果については、事業実施期間の終了後、必要な報告（別途定める実績報告書等）を行うとともに、水産庁又は本会が開催する成果の公表等へ積極的に参加・協力しなければならない。



※以下、養殖コスト低減対策事業（ア 協業化による養殖経営体の生産性向上支援、またはイ　環境変化への対応のために行う養殖対象種・手法の転換支援）の申請者のみ

下記の事項は事実と相違ありません。
	☐
	以下のいずれかに該当する。
　区画漁業権（本事業において海面養殖業を行う場合）
☐本事業の実施に必要な漁業法に基づく区画漁業権（又は行使権）を有する
☐事業実施までに有することが確定している
指定養殖業の許可（本事業においてうなぎ養殖業を行う場合）
☐本事業の実施に必要な内水面漁業の振興に関する法律に基づくうなぎ養殖業の許可を有する
陸上養殖業の届出（本事業において陸上養殖業を行う場合）
☐本事業の実施に必要な内水面漁業の振興に関する法律に基づく届出を行っている
☐事業実施までに提出を行う



以上
2
